
令和３年度 松浪地区まちぢから協議会 第１１回 運営委員会 次第 

日時 令和４年３月１６日（水）  

場所 松浪コミニティセンター ホール１・２ 

１ 開会（前田会長） 

２ 議事 

（１）次年度の総会について 

（２）役員等の体制について 

（３）各構成団体（自治会等）の次年度の総会について 

（４）その他 

３ 防災対策部会からの進捗報告 

４ 自治会長部会からの進捗報告 

５ 市民安全部会からの進捗報告 

６ 自治会館の管理運営について 

７ 松浪コミュニティセンター・子どもの家「なみっこ」の管理運営について 

８ 松浪コミカフェ管理運営について 

９ 松浪まちぢから協議会ＨＰの現状報告 

１０ 会計からの報告 

１１ 各団体からの報告・共有 

(１) 松浪地区社会福祉協議会

(２) 松浪地区民生委員児童委員協議会

（３）松浪地区老人クラブ連合会 

(４) 松浪地区地域包括支援センターさざなみ
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(５) 松浪地区体育振興会

(６) 松浪地区スポーツ少年団

(７) 汐見台小学校区青少年育成推進協議会

(８) 緑が浜小学校区青少年育成推進協議会

(９) 松浪小学校区青少年育成推進協議会

(１０) 汐見台小学校ＰＴＡ

(１１) 緑が浜小学校ＰＧＴ

(１２) 松浪小学校ＰＴＡ

(１３) 松浪中学校ＰＴＡ

(１４) 食生活改善推進団体

(１５) 浜竹一丁目自治会

(１６) 浜竹二丁目自治会

(１７) 浜竹三丁目自治会

(１８) 浜竹四丁目自治会

(１９) 松浪一丁目自治会

(２０) 松浪二丁目自治会

(２１) 富士見町自治会

(２２) LG富士見町自治会

(２３) 常盤町自治会

(２４) 緑が浜自治会
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(２５) 汐見台自治会

(２６) 出口町自治会

(２７) ひばりが丘自治会

(２８) 美住町自治会

（２９）公募委員

１２ まちぢから協議会連絡会 

１３ スケジュールについて 

令和４年度定期総会：令和４年５月１８日（水）９時３０分～ 

総会終了後 第１回運営委員会 

※４月は運営委員会を開催しません。

１４ 閉会 
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令和４年４月  日 

松浪地区まちぢから協議会 

運営委員 各位 

松浪地区まちぢから協議会 

会長 前田 積 

令和４年度松浪地区まちぢから協議会定期総会の開催について（通知） 

春暖の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

さて、松浪地区まちぢから協議会の令和４年度定期総会を次のとおり開催いたしますので、ご多忙の

折恐縮ですが、ご出席くださいますようお願い申し上げます。欠席される委員におかれましては、下欄

の委任状に必要事項をご記入いただき、ご提出をお願い申し上げます。なお、議長以外の委員に委任す

る場合には、委任する委員の氏名のご記入をお願い申し上げます。 

また、令和４年度も引き続き委員となる場合においても、変更の有無に関わらず、別紙の委員届出書

に必要事項をご記入いただき、ご提出をお願い申し上げます。委任状及び委員届出書ともに、５月９日

（月）までにご提出くださいますようお願い申し上げます。 

なお、各自治会及び各種団体の代表の変更があった場合は、新代表に本通知及び委員届出書の引き継

ぎをお願いいたします。総会当日は新代表の出席をお願いいたします。 

定期総会終了後、引き続き、運営委員会を開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し

上げます。 

１ 日 時 令和４年５月１８日（水）午前９時３０分より 

２ 場 所  松浪コミュニティセンター 

３ 議 事  同封の定期総会次第のとおり 

― ― ― ― ― ― ― ― ― キ リ ト リ ― ― ― ― ― ― ― ― 

委 任 状 

令和４年５月１８日開催の「令和４年度松浪地区まちぢから協議会定期総会」の決議等一切の事

項を（議長又は       委員）に委任いたします。 

令和４年  月  日 

住所 

団体名 

氏名 

お問い合わせ先：松浪地区まちぢから協議会 

茅ヶ崎市総務部市民自治推進課 82－1111(代表) 

（案） 
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松浪地区まちぢから協議会 定期総会次第 （案） 

日時 令和４年５月１８日(水)午前９時３０分～ 

場所 松浪コミュニティセンター ホール１・２ 

茅ヶ崎市消防団第１２分団からの報告について 

１ 開会（副会長） 

２ 総会の定足数報告 

３ 会長あいさつ 

４ 議長の選任について（副会長） 

５ 議事 

(1) 議事録署名人の選任

(2) 議案第１号 令和３年度松浪地区まちぢから協議会事業報告

(3) 議案第２号 令和３年度松浪地区まちぢから協議会決算報告

（4）議案第３号 令和３年度松浪自治会館決算報告

（5）議案第４号 令和３年度松浪コミュニティセンター・子どもの家なみっこ指定管理

業務事業報告 

議案第５号 令和３年度松浪コミュニティセンター・子どもの家なみっこ指定管理 

業務決算報告 

(6) 議案第６号 監査報告

(7) 議案第７号 令和４年度松浪地区まちぢから協議会推薦委員について

(8) 議案第８号 令和４年度松浪地区まちぢから協議会役員の選任について
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(9) 議案第９号 令和４年度松浪コミュニティセンター管理運営委員会役員の選

任について 

(10) 議案第１０号 令和４年度松浪地区まちぢから協議会事業計画案

議案第１１号 令和４年度松浪地区まちぢから協議会収支予算案 

(11) 議案第１２号 令和４年度 松浪自治会館収支予算案

（12）議案第１３号 令和４年度松浪コミュニティセンター・子どもの家なみっこ

指定管理業務事業計画案 

議案第１４号 令和４年度松浪コミュニティセンター・子どもの家なみっこ 

指定管理業務収支予算案 

(13) その他

６ 閉会（副会長） 
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（案） 

令和４年  月  日 

松浪地区まちぢから協議会 

運営委員各位 

松浪地区まちぢから協議会 

会長 前田 積  

令和４年度松浪地区まちぢから協議会定期総会の開催（書面表決）について（通知） 

日頃から協議会活動にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。 

当協議会の定期総会は例年５月に開催しておりますが、新型コロナウイルス感染防止の観点から、令和

４年度定期総会は書面表決とさせていただきます。 

つきましては、別紙「令和４年度定期総会資料一式」をご確認のうえ、本紙の書面表決書にご署名及び

各議案への賛否をご記入いただき、令和４年５月１８日（水）必着で、書面表決書をメールにて返送また

は松浪コミュニティセンターまでご提出（郵便受け投函可）ください。 

議案の可決につきましては、ご提出いただいた書面表決書のうち、賛成が過半数を超えた場合に可決と

させていただきます。何とぞご理解のほど、よろしくお願いいたします。なお、令和４年５月１１日（水）

に開催しました役員会において、各議案については審議済みであることを申し添えます。 

 

 

（書面表決書は別紙へ） 

お問い合わせ先：松浪地区まちぢから協議会 

茅ヶ崎市総務部市民自治推進課 82－1111(代表) 
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書面表決書（案） 令和４年  月 日 

住 所 

団 体 名 

氏名（自署） 

私は令和４年度松浪地区まちぢから協議会定期総会における下記議案について、次のとおり表決します。 

議案番号 議 案 賛成 反対 備考 

第１号議案 令和３年度松浪地区まちぢから協議会事業報告 

第２号議案 令和３年度松浪地区まちぢから協議会決算報告 

第３号議案 令和３年度松浪自治会館決算報告 

第４号議案 令和３年度松浪コミュニティセンター・子どもの家なみっこ指定管

理業務事業報告 

第５号議案 令和３年度松浪コミュニティセンター・子どもの家なみっこ指定管

理業務決算報告 

第６号議案 監査報告 

第７号議案 令和４年度松浪地区まちぢから協議会推薦委員について 

第８号議案 令和４年度松浪地区まちぢから協議会役員の選任について 

第９号議案 令和４年度松浪コミュニティセンター管理運営委員会役員の選任

について 

第１０号議案 令和４年度松浪地区まちぢから協議会事業計画案 

第１１号議案 令和４年度松浪地区まちぢから協議会収支予算案 

第１２号議案 令和４年度 松浪自治会館収支予算案 

第１３号議案 令和４年度松浪コミュニティセンター・子どもの家なみっこ指定管

理業務事業計画案 

第１４号議案 令和４年度松浪コミュニティセンター・子どもの家なみっこ指定管

理業務収支予算案 

【意見】（※ご意見がありましたら、別紙等によりお書きください。） 

（注）１．各議案について、「賛成」・「反対」いずれかに○印で表示してください。 

２．「賛成」・「反対」の両方に○印がある場合および両方に○印がない場合には、その議案に 

ついて賛成とみなします。 
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令和４年度 松浪地区まちぢから協議会
委員　届出書

ふりがな

お名前

所属団体の名称

役職の名称

ご住所 茅ヶ崎市

1

2

3

提出先：市民自治推進課　地域自治担当
電　話　0467-82-1111(代表)
ＦＡＸ　0467-87-8118
メール　shiminjichi@city.chigasaki.kanagawa.jp

4

※いただきました個人情報については、松浪地区まちぢから協議会に関すること以外には、使用い
たしません。

電話番号

メールアドレス5
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１．総会・運営委員会（第３水曜日９：３０～１２：００　松浪コミュニティセンター）

※１ 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止（書面表決）

２．主催及び関連行事等
開催可否※１

中止

中止

１０月（日曜日） 中止

１０月（日曜日） 中止

１１月（日曜日） 中止

　１月(土曜日） 中止

　２月（土曜日） 中止

中止

中止
※１　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止 〇は主催（共催）事業
※２　例年開催している「市民集会」としては中止し、「松浪地区会議」として開催

３．松浪朝市

※１　１月は年末年始の関係から第３日曜日のみの開催

※２　●～●月は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止

４．海岸清掃　美化 クリーンキャンペーン
・５月（日曜日）※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止

・１０月２３日（土曜日）※茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会主催（後援：市環境保全課）で実施

松浪小・中学校 ○

松浪小学校 社協

地区市民体育祭 松浪小学校 体振

地区防災訓練

福祉ふれあいまつり

６月１６日（水） 第２回運営委員会 １２月１５日（水） 第８回運営委員会

令和３年度　松浪地区まちぢから協議会 事業実施報告

５月１９日（水） 総会・第１回運営委員会 １１月１７日（水） 第７回運営委員会

７月２１日（水） 第３回運営委員会 １月１９日（水） 第９回運営委員会

８月１８日（水） 第４回運営委員会 ２月１６日（水） 第１０回運営委員会

９月１５日（水） 第５回運営委員会※１ ３月１６日（水） 第１１回運営委員会

１０月２０日（水） 第６回運営委員会

　８月（土曜日） 盆踊り大会・模擬店 松浪小学校 体振

松浪コミュニティセンター ○　９月（土曜日） 市民集会　※２

松浪コミュニティセンター ○

ふれあいネットワーク交流会 松浪コミュニティセンター 社協

賀詞交歓会

　２月（水曜日） 視察研修 未定 ○

　２月（日曜日） コミセンまつり 松浪コミュニティセンター ○

（第１・第３日曜日 　　８：００～９：００)

４月　　４・１８ ７月　　４・１８ １０月　３・１７ １月　　１６※１

備考

５月　　２・１６ ８月　　１・１５ １１月　７・２１ ２月　　６・２０

６月　　６・２０ ９月　　５・１９ １２月　５・１９ ３月 　６・２０

場　　所行 事期　　日 主催等

通年 市民安全部会 P●参照

通年 防災対策部会 P●参照
通年 自治会長部会 P●参照

５．部会
開催日時 会議

議案第１号
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前年度の活動報告書及び収支決算書 

令和３年度 松浪地区まちぢから協議会事業報告 

１ 会議等の実施 

（１）総会、運営委員会、役員会 

実施日 会議の名称 主な内容等 

令和３年４月１４日 第１回役員会 (1) 総会の議案について

(2) 運営委員会の議題について

(3) 役員等の体制について

(4) 広報「まつなみだより」について

５月 ７日 第２回役員会 (1)総会の議案について

(2)運営委員会の議題について

(3)役員等の体制について

(4)広報「まつなみだより」について

５月１９日 定期総会 出席者：３２名出席 

議案第１号 令和２年度松浪地区まちぢから協議会

事業報告 

議案第２号 令和２年度松浪地区まちぢから協議会

決算報告 

議案第３号 令和２年度松浪自治会館決算報告 

議案第４号 令和２年度松浪コミュニティセンタ

ー・子どもの家なみっこ指定管理 業

務事業報告 

議案第５号 令和２年度松浪コミュニティセンタ

ー・子どもの家なみっこ指定管理業務

決算報告（松浪コミュニティカフェを

含む） 

議案第６号 監査報告 

議案第７号 令和３年度松浪地区まちぢから協議会

役員の選任について 

議案第８号 令和３年度松浪コミュニティセンター

管理運営委員会役員の選任について 

議案第９号 令和３年度松浪地区まちぢから協議会

事業計画案 

議案第１０号 令和３年度松浪地区まちぢから協議

会収支予算案 

議案第１１号 令和３年度松浪自治会館収支予算案 

議案第１２号 令和３年度松浪コミュニティセンタ

ー・子どもの家なみっこ指定管理業

務事業計画案 

議案第１３号 令和３年度松浪コミュニティセンタ
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ー・子どもの家なみっこ指定管理業

務収支予算案 

５月１９日 第１回運営委員会 (1) 各部会長等の選任について

６月 ９日 第３回役員会 (1) 運営委員会の議題について

６月１６日 第２回運営委員会 (1) 市民集会について

７月１４日 第４回役員会 (1)運営委員会の議題について

７月２１日 第３回運営委員会 (1) 松浪地区会議について

(2) 各種事業について

８月１１日 第５回役員会 (1)運営委員会の議題について

(2)松浪地区会議の意見募集について

８月１８日 第４回運営委員会 (1) 松浪地区会議について

(2) その他（海岸清掃、松浪中学校防災マップ）

９月 ８日 第６回役員会 (1) 運営委員会の議題について

(2) 松浪地区会議の意見募集について

９月１５日 第５回運営委員会 ※開催中止（資料のみ 9/11松浪地区会議で配布）

１０月１３日 第７回役員会 (1)運営委員会の議題について

(2)松浪地区会議（結果）について

１０月２０日 第６回運営委員会 ・感震ブレーカーの追加申請について（都市政策課） 

(1)松浪地区会議の報告について

(2)その他（藤沢市訓練のサイレン吹鳴、防災活動事

例紹介集）

１１月１０日 第８回役員会 (1)運営委員会の議題について

(2)松浪コミセンまつりについて

(3)賀詞交歓会について

１１月１７日 第７回運営委員会 (1) 松浪コミセンまつりについて

(2) 賀詞交歓会について

１２月 ８日 第９回役員会 (1)松浪コミセンまつりについて

１２月１５日 第８回運営委員会 (1) 松浪コミセンまつりについて

令和４年 １月１２日 第１０回役員会 (1)松浪コミセンまつりについて

１月１９日 第９回運営委員会 (1) 松浪コミセンまつりについて

２月 ９日 第１１回役員会 (1)役員等の体制について

２月１６日 第１０回運営委員会 (1)役員等の体制について

(2)その他（小和田公民館運営審議会公募委員）

３月 ９日 第１２回役員会 (1)次年度の総会について

(2)役員等の体制について

(3)各自治会の次年度の総会について

３月１６日 第１１回運営委員会 (1)次年度の総会について

(2)役員等の体制について
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（２）防災対策部会（防災訓練実行委員会） 

実施日 会議の名称 主な内容等 

令和２年 ５月２０日 まちぢから協議会運営委員会

（書面会議） 

運営委員会にて防災対策部会長を選出 

８月２７日 第１回防災対策部会 大雨、洪水マニュアルの説明 

９月１０日 第２回防災対策部会 大雨、洪水マニュアルの解説（防災対策課） 

１２月１５日 まつなみだより第２１号に 

掲載 

令和 2 年 12 月 15 日発行「まつなみだより」

に「松浪地区の災害リスク」について掲載し、

地域住民に周知・啓発 

令和３年 ３月１５日 まつなみだより第２２号に 

掲載 

令和 3 年 3 月 15 日発行「まつなみだより」

に「松浪地区の災害リスク（津波編）」につい

て掲載し、地域住民に周知・啓発 

毎月の運営委員会 運営委員会 活動状況の報告 

（３）自治会長部会 

実施日 会議の名称 主な内容等 

令和２年 ５月２０日 まちぢから協議会運営委員会

（書面会議） 

運営委員会にて自治会長部会長を選出 

１２月１５日 まつなみだより第２１号に 

掲載 

令和 2 年 12 月 15 日発行「まつなみだより」

に「まつなみ朝市」について掲載し、地域住

民に周知 

令和３年 ３月２３日 自治会長部会勉強会 出席者：各自治会長、市民自治推進課（三浦

課長、忠隈副主査） 

(1)令和３年度の市民集会について

(2)その他（意見交換等）

毎月の運営委員会 運営委員会 活動状況の報告 

（４）市民安全部会 

実施日 会議の名称 主な内容等 

令和２年 ５月２０日 まちぢから協議会運営委員会

（書面会議） 

運営委員会にて市民安全部会長を選出 

令和２年１２月 ３日 周知・啓発活動 「振り込め詐欺防止」のぼり旗及びポールを

購入し、各自治会へ配布 

１２月１５日 まつなみだより第２１号に 

掲載 

令和 2 年 12 月 15 日発行「まつなみだより」

に「急増！『キャッシュカードすり替えの手

口』」について掲載し、地域住民に周知・啓発 

毎月の運営委員会 運営委員会 活動状況の報告 

令和３年度の

内容に修正 

令和３年度の

内容に修正 

令和３年度の

内容に修正 

13



２ 事業の実施 

日 付 区分 事 業 名 内 容・実施体制・参加者数 

令和３年 ８月 共催：地区体育振興会 盆踊り大会・模擬店 中止 

９月 主催 市民集会 例年の市民集会としては中止

（松浪地区会議として開催）

※（１）に記載 

１０月 共催：地区体育振興会 地区市民体育祭 中止 

１０月 共催：地区社会福祉協議会 福祉ふれあいまつり 中止 

１１月 主催 防災訓練 中止 ※（２）に記載 

令和４年 １月 主催 賀詞交歓会 中止 ※（３）に記載 

２月 共催：地区社会福祉協議会 ふれあいネットワー

ク交流会

中止 

２月 主催 視察研修 中止 ※（４）に記載 

２月 主催 コミセンまつり 中止 ※（５）に記載 

（１）市民集会【例年開催している「市民集会」としては中止し、「松浪地区会議」として開催】

  実 施 日 令和３年９月１１日（土曜日） 

  参 加 者 松浪地区まちぢから協議会運営委員（●●名） 

概 要 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、昨年度より引き続き大人数で集まる市

民集会は実施せず、事前に地域の皆さまから意見・質問を募集してテーマを絞り、

松浪地区まちぢから協議会運営委員と行政とで意見交換を行った。 

  内 容 「生活環境関連」として①ごみ有料化、②戸別収集について、市環境事業センター・

資源循環課・市民自治推進課と活発な質疑や意見交換を行った。 

また、事前の地域の皆さまからの意見・質問の中で、松浪地区会議で取り扱わなか

った提起事項については、別途書面により行政より回答をいただいた。 

（２）防災訓練【中止（新型コロナウイルスの感染拡大防止のため）】 

実施予定日 令和３年１１月（日曜日） 

（３）賀詞交歓会【中止（新型コロナウイルスの感染拡大防止のため）】 

実施予定日 令和４年１月（土曜日） 

（４）視察研修【中止（新型コロナウイルスの感染拡大防止のため）】 

実施予定日 令和４年２月（水曜日） 

（５）コミセンまつり【中止（新型コロナウイルスの感染拡大防止のため）】

実施予定日 令和４年２月 
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３ その他の取り組み 

(１) 活動の広報

ア 広報「まつなみだより」発行事業

＊ ７月１５日（第２３号）、１２月１５日（第２４号）、３月１５日（第２５号）

＊ まちぢから協議会の活動状況や各団体のお知らせを全戸配布にて周知・啓発した。

配布先：地区内小中高等学校（松浪小学校・緑が浜小学校・汐見台小学校・松浪中学

校・浜須賀中学校・アレセイア湘南中学高等学校）各校に４０～７０部を配

布した。また、３施設（小和田公民館・茅ヶ崎市辻堂駅前出張所・藤沢土木

事務所汐見台庁舎）には配架もお願いした（配架分を含め２０～５０部）。 

イ ＨＰの運営

＊ 広報紙のデータや各団体の資料等を保存するため、クラウドのデータ保管庫（グーグ

ルドライブの容量１００ＧＢ）で管理。

＊ １日平均閲覧件数 ●●～●●件 

＊ １ヶ月平均記事記載件数 ●～●件 

（２） 特定事業の実施について

ア 広報紙「まつなみだより」の発行事業

上記（１）活動の広報 アのとおり

（３） その他

ア 松浪コミュニティセンター管理運営事業

指定管理を受けている松浪コミュニティセンター・子どもの家「なみっこ」の管理運営に

ついては、別途市へ報告を実施している。
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令和４年度 松浪地区まちぢから協議会役員等の体制に関する基礎資料 

１．松浪地区まちぢから協議会【令和３年度就任時点】 ※次期改選対象が網かけ 

役職名 人数 氏  名 

会長 １ 前田 積（１期２年目） 

→次期再任の場合（２期１年目）

副会長 ２ 末松 一豊（２期１年目） 朝岡 通光（１期２年目） 

→次期再任の場合（２期１年目）

会計 ２ 杉本 誠（２期２年目） 

→次期再任の場合（３期１年目）

刈間 昌仁（２期１年目） 

書記 ２ 佐々木 睦子（２期１年目） 刈間 昌仁（１期１年目） 

監事 ４ 

菊池 紀子（３期２年目） 

→３期までのため改選

櫻井 武一（３期２年目） 

→３期までのため改選

中井 汎（２期１年目） 辻 俊子（２期１年目） 

※議決区分は総会

【松浪地区まちぢから協議会規約抜粋】 

（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は２年とする。ただし、３期までとする。 

２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ

ればならない。 

２．松浪地区まちぢから協議会推薦委員【令和３年度就任時点】 

役職名 氏 名 議決区分 備考 

推薦委員（会長） 前田   積 （２年目） 総会 ※再任または解任

推薦委員（松浪コミカフェ委員会委員長） 原屋敷 典子（２年目） 総会 ※再任または解任

推薦委員（副会長） 朝岡 通光 総会 ※令和４年度より

※議決区分は総会

【松浪地区まちぢから協議会規約抜粋】 

 （委員） 

第５条 本会の委員は、次に掲げる者で構成する。 

２ 次に掲げる者については、総会において議決された者から順次委員に追加していく。 

(2) 地区内に住所又は活動の拠点を有し、本会の委員５名以上の推薦があった者

３ 委員の任期は２年とする。ただし、第１項各号及び前項第２号に規定する者については、再

任を妨げない。 

○再

○再

○再

※新たに推薦委員として再任

小村方 秀勝 

※推薦委員を継続して再任

○新森 森恵 ○新

○新
浜竹一丁目○新自治会長
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３．松浪地区まちぢから協議会部会関係【令和３年度就任時点】 

役職名 氏 名 議決区分 備考 

市民安全部会部会長 白石 壽明 （５年目） 運営委員会 ※次期改選または再任

市民安全部会副部会長 瀧川 一輝 （１年目） 部会 ※部会による選任

防災対策部会部会長 中井 汎  （１年目） 運営委員会 ※次期改選または再任

防災対策部会副部会長 辻 俊子 （１年目） 部会 ※部会による選任

自治会長部会部会長 朝岡 通光 （２年目） 運営委員会 ※次期改選または再任

松浪コミカフェ委員会委員長 原屋敷 典子（３年目） 運営委員会 ※次期改選または再任

松浪自治会館管理運営委員会会計 中井 汎  （１年目） 運営委員会 ※次期改選または再任

【松浪地区まちぢから協議会規約抜粋】 

（部会長及び副部会長の任期） 

第２６条 部会長及び副部会長の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 補欠により選任された部会長及び副部会長の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 部会長及び副部会長は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その

職務を行わなければならない。 

【松浪コミカフェ管理運営委員会規約抜粋】 

（役員） 

第６条 本会に次の役員を置く。 

(1) 委員長（協議会委員が務める）  １名 

(2) 副委員長            １名 

(3) 会計              １名 

２ 前項第１号及び第２号の役員は、協議会の委員の中から選出し、協議会の運営委員会で承認

を得る。 

３ 前項第３号の役員は、会員の中から選出し、コミカフェ委員会の定例会で承認を得る。 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は１年とする。ただし再任は妨げない。 

４．松浪コミュニティセンター管理運営委員会【令和３年度就任時点】 

役職名 氏 名 備考 

委員長（協議会会長兼務） 前田 積（１期２年目） 

→次期再任の場合（２期１年目）

館長 

※地域集会施設連絡会出席

副委員長 朝岡 通光（１期１年目） ※地域集会施設連絡会出席

副委員長（松浪コミカフェ管理

運営委員会委員長兼務） 

原屋敷 典子（１期２年目） 

→次期再任の場合（２期１年目）

会計（協議会会計兼務） 杉本 誠（２期２年目） 

→次期再任の場合（３期１年目）

常任委員 刈間 昌仁（１期１年目） ※協議会書記

常任委員 佐々木 睦子（２期１年目） ※協議会書記

＊議決区分は総会 

＊委員長及び会計は、松浪地区まちぢから協議会会長及び会計が務める。 

○続  

瀧川 一輝 
渡邊 勇次 

○続  

防災対策部会部会長：辻 俊子 

防災対策部会副部会長：中井 汎 

○続  

○再

○再

○再
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【松浪コミュニティセンター管理運営委員会規約抜粋】 

（役員） 

第５条 本会に次の役員を置く。 

(3) 委員長（協議会会長が務める）１名

(4) 副委員長 ２名 

(5) 会計（協議会会計が務める） １名

(6) 常任委員          ２名 

２ 前項第２号及び第４号の役員は、協議会の委員の中から選出し、協議会の総会で承認を得る。 

（役員の任期） 

第６条 役員の任期は２年とする。ただし再任は妨げない。 
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推薦書 

令和  年  月  日 

松浪地区まちぢから協議会会長 様 

松浪地区まちぢから協議会規約第５条第２項第２号に基づき、次の者を推薦します。 

１．被推薦者 

氏 名 住 所 

※地区内に活動の拠点を有している被推薦者は、次の必要事項を記入してください。

氏 名 住 所 

２．推薦者 

団 体 名 氏 名 

１ ㊞ 

２ ㊞ 

３ ㊞ 

４ ㊞ 

５ ㊞ 

３．推薦理由 

※規約第５条第２項第２号（抜粋）

（委員） 

第５条 本会の委員は、次に掲げる者で構成する。 

２ 次に掲げる者については、総会において議決された者から順次委員に追加していく。 

(2) 地区内の住所又は活動の拠点を有し、本会の委員５名以上の推薦があった者。
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令和４年３月１６日 

松浪地区まちぢから協議会 

運営委員 各位 

松浪地区まちぢから協議会 

会長 前田 積 

松浪地区各自治会の令和４年度定期総会の開催について（依頼） 

早春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

日頃より松浪地区まちぢから協議会の活動に格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

このことについて、本協議会の各構成団体内で令和４年度定期総会等が開催されることと存じます

が、開催にあたり、本協議会の活動状況や事業計画等の周知を合わせてお願いいたします。また、本協

議会は松浪地区内の単位自治会や関係団体で構成されておりますので、協議会活動を円滑に進めるた

め、引き続き御理解と御協力の程よろしくお願い申し上げます。 

問い合わせ先 

松浪地区まちぢから協議会 

電話：0467-87-8855（松浪ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ） 

茅ヶ崎市総務部市民自治推進課 

電話：0467-82-1111（内線 2411） 
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松浪地区まちぢから協議会 令和４年度事業計画書（案） 

○事業計画方針

規約第３条に掲げる目的を達成するため、次の方針のもと事業を実施する。

（１）課題把握

アンケートや意見交換会等を用い、松浪地区の課題の把握を行い、分野毎に課題の整理を行い、

課題解決までの方法等についての検討を行う。 

（２）課題解決

課題把握・整理を行い、運営委員会において協議を行う中で必要に応じて組織の設置を行い、

行政と協働した中で課題解決を図っていく。 

また、市の特定事業助成金を活用した取り組みを行い、課題解決や地区内のニーズ発掘に努め、

よりよい地域社会を構築できる一助となるよう事業を展開していく。 

（３）広報活動

松浪地区まちぢから協議会の活動状況や地区の情報を地域住民に周知するために、紙媒体やイ

ンターネット等を用い、広報活動を行う。

その中で、市の特定事業助成金を活用し、協議会の活動状況だけでなく、単位自治会や各種団

体を含め地区の様々な情報を掲載した広報「まつなみだより」を発行し、各自治会等の協力の下、

地域住民へ周知・啓発を行う。また、地区の様々な情報については協議会ホームページにも掲載

し、積極的な情報発信に努める。 

（４）人材発掘

部会の設置や様々な事業実施をしていく中で、地域住民に対して広く呼びかけを行い、気軽に

参加できる環境を整備することで、潜在的な人材を発掘する。 

○事業等の計画

下記事業の詳細に関しては役員会・運営委員会で検討を行い、決定する。

※新型コロナウイルスの影響のため開催予定日時未定（例年開催の月及び曜日のみ記載）

○会議の予定

規約第３条に掲げる目的達成のために必要な事業について、役員会・運営委員会において協議、

決定する。 

期日 会議・事業名 備考 

通年 役員会（適宜） 毎月第一水曜日（予定） 

通年 運営委員会（適宜） 毎月第二水曜日（予定） 

※なお、役員会・運営委員会ともに、会議の構成員の都合に応じてスケジュール調整を行い、

開催日時を決定する。

事業名 実施体制 発行回数 発行部数 周知方法 

広報「まつなみだより」 

発行事業 

広報委員会 年３回 

(6､12､3月) 

各 9,400 部 全戸配布、公共施設等へ 

配架、ホームページ掲載 

開催予定日時 事業名 場所 主催等 

８月（土曜日） 盆踊り大会・模擬店 松浪小学校 体育振興会 

９月（土曜日） 市民集会 松浪コミセン まちぢから協議会 

１０月（土曜日） コミセンまつり 松浪コミセン まちぢから協議会 

１１月（日曜日） 地区防災訓練 松浪小・中学校 まちぢから協議会 

１月（土曜日） 賀詞交歓会 松浪コミセン まちぢから協議会 

２月（水曜日） 視察研修 未定 まちぢから協議会 
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※各自治会長のみ集計結果報告を配布
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課名 補助金等の名称 対象団体等
令和３年度

予算額
状況 備考

市民自治推進課 自治会運営交付金 自治会 8,595,000 減額 世帯割りの単価が減額

自治会館設置費等補助金 自治会 0 休止

自治会館賃借料補助金 自治会 1,875,000 現状維持 算定方法は前年度と同様

地区自治会連合会等補助金 自治会連合会等 100,000 現状維持

自治会長行政連絡調整手数料 自治会長 6,173,000 現状維持 算定方法は前年度と同様

地域コミュニティ設置運営費補助金
地域コミュニティを設立しよう

とする団体
100,000 現状維持

認定コミュニティ運営等助成金 認定コミュニティ 3,000,000 現状維持

認定コミュニティ特定事業助成金 認定コミュニティ 2,000,000 現状維持

認定コミュニティ運営等助成金（茅ヶ崎公

園体験学習センター施設利用助成金）

認定コミュニティ（海岸地区ま

ちぢから協議会）
90,000 増額 激変緩和措置の終了に伴うもの

まちぢから協議会連絡会委員謝礼 まちぢから協議会連絡会委員 520,000 現状維持

まちぢから協議会連絡会補助金 まちぢから協議会連絡会補助金 7,188,000 減額 人件費を一部削減

令和４年度予算額に関する状況調べ

課名 補助金等の名称 対象団体等
令和３年度

予算額
状況 備考

秘書広報課 茅ヶ崎市広報紙等配布手数料 自治会等 21,000,000 現状維持 算定方法は前年度と同様

自主防災組織育成事業補助金 自主防災組織 11,814,000 減額 端数調整

地区防災訓練補助金
地区自治会連合会、認定コミュ

ニティ（が実施する防災訓練）
960,000 増額

スポーツ推進課
茅ヶ崎市体育振興会連絡協議会事業費補助

金
茅ヶ崎市体育振興会連絡協議会 806,000 現状維持

茅ヶ崎市社会福祉団体補助金
茅ヶ崎市民生委員児童委員協議

会
2,679,760 現状維持 算定方法は前年度と同様

（市→市社協）

重層的支援体制推進事業業務委託

（市社協→各地区社協）

地区社会福祉協議会育成費補助金

各地区社会福祉協議会 4,176,900 現状維持 算定方法は前年度と同様

高齢福祉介護課 茅ヶ崎市老人クラブ助成事業費補助金 単位老人クラブ 3,600,000 減額 老人クラブの団体数が減少したため

環境保全課 美化推進事業補助金
美化運動を自主的に実施してい

る市内の団体（自治会等）
0 休止

資源循環課 資源回収推進地域補助金 自治会 38,161,000 減額 1kg＝2円に改定します。

環境事業センター
ごみ及び資源物の集積場所の維持管理に係

る協力手数料
自治会 9,968,000 現状維持

都市政策課 感震ブレーカー設置費補助金
まちぢから協議会

（地区自治会連合会）
5,700,000 現状維持

社会教育課 茅ヶ崎市PTA連絡協議会補助金 茅ヶ崎市PTA連絡協議会 0 休止

青少年育成推進協議会交付金 地区青少年育成推進協議会 936,000 増額
世帯数の増に伴う増額。令和４年度から交付金額

算出方法を世帯数ベースから、児童数ベースに変

市子ども会連絡協議会補助金 市子ども会連絡協議会 0 制度見直し
令和３年度は休止としていたが、令和４年度は補

助条件を見直し交付予定。

単位子ども会補助金 単位子ども会 0 制度見直し
令和３年度は休止としていたが、すべての単位子

ども会を補助対象とし、交付予定。

青少年指導員活動謝礼 青少年指導員 2,945,000 現状維持

青少年健全育成事業業務委託料 青少年指導員連絡協議会 228,000 増額 事業内容の見直しに伴う増。

子ども大会委託料 地区青少年育成推進協議会 1,520,000 現状維持

令和４年度予算額に関する状況調べ

防災対策課

福祉政策課

青少年課
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 まちぢから協議会連絡会 令和４年３月定例会 

                           令和４年３月９日（水）開催 

「行政からの依頼・説明事項」 

Ｎｏ 課 名 依頼事項 広報紙掲載 概要等 説明 

１ 環境事業センタ

ー 

ツイッターアカウント

の開設について 

有（ / 号） 

無 

令和 4 年 3 月から環

境事業センターのツ

イッターアカウント

を開設したことを周

知するもの。 

環境事業センタ

ー 

２ 環境保全課 美化キャンペーンク

リーン茅ヶ崎の開催

について 

有（5/1号） 

無 

令和 4 年度の美化キ

ャンペーンクリーン

茅ヶ崎の開催につい

て説明するもの。 

環境保全課 

３ 福祉政策課 令和4年度赤十字会員

増強運動の実施につ

いて 

有（5/1号） 

無 

毎年 5 月に実施す

る、赤十字会員増強

運動に対する協力及

び資材配布の依頼を

するもの。 

市民自治推進課 

４ 青少年課 「青少年指導員だよ

り」第 101号の回覧依

頼について 

有（  /  号） 

無 

「青少年指導員連絡

協議会」が作成した

「青少年指導員だよ

り」の回覧を依頼す

るもの。 

市民自治推進課 

５ 都市政策課 感震ブレーカー等設

置費補助金制度につ

いて 

有（4/1号） 

無 

感震ブレーカー等設

置費補助金の令和 3

年度の実績報告と、

令和 4 年度の制度概

要及び手続き、スケ

ジュールについて報

告するもの。 

市民自治推進課 
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環境事業センター ツイッター公式アカウント　ＱＲコード

・リサイクル展示（現在は定期的にBRANCH茅ヶ崎２で出店）について

・不法投棄合同パトロールや不法投棄防止連絡会の開催について

・不法投棄の情報（市内で起きた不法投棄の情報等）について

環境事業センター ツイッターアカウントの開設について

　令和４年3月より、環境事業センターツイッター公式アカウントを開設します！！

　市民の皆さまに身近なごみ・資源物の問題に関して、一人ひとりに関心をもっていただき、環境

問題への意識を向上させるとともに、環境事業センターの取組みをより身近に感じていただき、地

域と一体となり、ごみ及び資源物の確実な収集を目指してくことを目的とします。

【投稿する内容について】

・まちがえやすいごみの分別について

・年始のごみ収集について

・こんにちはパッカー君（パッカー車の出前授業や乗車体験等）について

　今後、様々な手段で周知をしていく予定です。堅苦しい投稿ではなく、親しみやすい内容を発

信していけるよう努めてまいります。

　自治会の皆さまにおかれましても、是非ツイッターアカウントのフォロー並びに周りの方への情報提

供をよろしくお願いいたします。

ひととまちにやさしく、確実な“ごみ収集”

・収集員の活動内容（地域のボランティア清掃等）について

・不適正排出（～の収集日に～が入っていた等）について

・ごみ有料化の問題（令和４年４月～）について

・荒天時のごみ及び資源物収集（コンテナやネットの前日配布中止等）について　　　　等

令和４年３月９日

まちぢから協議会連絡会 資料１

環境部 環境事業センター
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令和４年度美化キャンペーンクリーン茅ヶ崎の開催について 

 

 

環境保全課長 

 

 

 本市の美化運動推進につきましては、日頃から格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、市内の美化運動の一環として例年開催している「美化キャンペーンクリーン茅ヶ崎」（以下「美化

キャンペーン」という。）につきましては、令和２年度を新型コロナウイスル感染防止のため中止、３年度

の１０月にまちぢから協議会連絡会主催として開催したところであります。 

４年度の美化キャンペーンにつきましては、目下新型コロナウイルス感染症の終息が見えない状況ではあ

りますが、市では国の定める「※新しい生活様式」に基づく感染対策を講じたうえで次のとおりの開催を想

定しているところです。 

美化キャンペーンの実施は、まちぢから協議会連絡会の皆様の協力なしには実施できないことからご協力

を賜りたくお願い申し上げます。 

 以上の内容につきましては、４月中に全自治会長様へ通知させていただきたく、本日まちぢから協議会連

絡会でご説明するものです。 

 

 

■令和４年度美化キャンペーンクリーン茅ヶ崎開催予定 

１ 日 時  令和４年６月５日（日）午前７時から８時３０分（雨天中止） 

２ 場 所  茅ヶ崎海岸全域 

３ その他  （１）感染状況によっては開催有無の判断を速やかに行います。 

（２）開催周知はチラシを各自治会からの回覧、広報紙、ホームページ他を活用 

 

 

 

 

※新しい生活様式 

①身体的距離の確保 ②マスクの着用 ③手洗い、手指消毒 ④３密の回避 ⑤テレワークなど 

 

令和４年３月９日 

まちぢから協議会連絡会 資料２ 

環境部 環境保全課 
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令和４年３月 日  

 

○○自治会長 様 

 

日本赤十字社神奈川県支部  

茅ヶ崎市地区長 佐藤 光  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

令和４年度赤十字会員増強運動に対するご協力並びに資材配付について（依頼） 

 

 日頃より、赤十字事業につきまして、格段のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 また、昨年度の赤十字会員増強運動（事業資金の募集運動）の実施に際しましては、コロナ禍にあり

ながら多大なご尽力を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、毎年５月は、赤十字会員増強運動月間となっております。ご多用中とは存じますが、本年度も

赤十字会員増強運動について特段のご支援とご協力を賜りたく、次の日程によりお願いと説明を兼ねて、

赤十字会員増強運動関係の資料と資材をお届けしたいと存じますのでご協力をお願い申し上げます。 

 なお、資材の数に変更がある際には恐れ入りますが、４月６日（水）までに下記の事務担当に、お電

話にてお知らせくださるようお願い申し上げます。 

 また、自治会長様に変更があった場合は、誠にお手数をお掛けいたしますが、新しい自治会長様に引

き継いでくださいますことを併せてお願い申し上げます。 

 

１ 赤十字会員増強運動の実施期間 ５月１日（日）～５月３１日（火） 

２ 自治会長宅への訪問期間 ４月１８日（月）から４月２０日（水）及び４月２５日（月）から４月

２７日（水） 

３ 資料、資材の配付予定の内訳 

資料、資材 数量 備考 

実施要領 1枚  

パンフレット 〇枚  

委嘱状 1枚  

チラシ ○枚  

受領証 ○冊 1冊 10枚綴り 

門標 ○個 希望者にお渡しください。 

ポスター ○枚  

※内訳には前年度送付した数を記載しております。 

 

 

事務担当 茅ヶ崎市福祉部福祉政策課  

福祉政策担当    

電  話 ８２－１１１１内線３２２１～３ 

 

 

令和４年３月 ９日 

まちぢから協議会連絡会 資料３ 

福祉部 福祉政策課 
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令和４年３月９日 

まちぢから協議会連絡会 資料４ 

教育推進部 青少年課 

令和４年３月  日 

 

自治会長 様 

 

茅ヶ崎市教育委員会青少年課長 

 

 

「ちがさき青少年指導員だより第１０１号」の回覧について（依頼） 

 

早春の候、貴会におかれましてはますます御清栄のことと、お慶び申し上げます。 

また、日ごろより当市の青少年行政に御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、当市では地域における青少年の自発的活動とその育成活動を推進するなどして青少年健全

育成を図るために青少年指導員を設置しております。青少年指導員は市内１９小学校区の地域を拠点

として活動しており、地域に根ざした活動を行っております。 

この度、広く市民の皆様に青少年健全育成の重要性を周知すること、青少年指導員の活動を御理

解いただくことを目的に、広報紙「青少年指導員だより第１０１号」を発行いたします。 

 つきましては、「青少年指導員だより第１０１号」の自治会回覧をお願い申し上げます。 

３月１６日（水）以降に青少年指導員が、各自治会の広報配布・回覧の御担当者様にお届けいたしま

す。時節柄、対面ではなく玄関やポスト等へのお届けとさせていただきますので、御承知おきくださ

い。 

お忙しいところ、大変にお手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。 

 

 

                          事務担当 教育委員会青少年課 加藤、小清水 

                                   電 話  0467(82)1111 内線 3352 

                           ファクス  0467(58)4265 

                           ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  seishou@city.chigasaki.kanagawa.jp 

案 
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感震ブレーカー等設置費補助金制度について 

 

１．令和３年度の実績及び補助金執行率について 

 

（１）令和３年度の交付決定実績及び、累計設置率 

令和３年度の各地区で設置された数及び累積の設置率を示します。全地区合計

の累計設置率が 16.4%となっており、令和２年度末が 15.8%でしたので、0.6%の

向上が見られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 累計設置率の算出方法（累計設置数/地区内全世帯数） 

 

（２）補助金執行率 

令和３年度は予算が 5,700,000 円に対し、交付額が 2,408,400 円となり、執行

率が 42.3％でした。新型コロナの感染拡大により、説明会等の周知・啓発活動が

困難であったことなどから、申請が少なくなっております。 

地 区 
令和３年度 

交付決定数 

H26～R3 年度 

累計設置率(%) 

茅 ヶ 崎 １４ １５．８ 

茅ヶ崎南 ２１０ ２８．８ 

海 岸 １４７ ５５．２ 

南 湖 ２１ ８．０ 

湘 南 ６５ ７．４ 

鶴 嶺 東 ２２３ １４．０ 

鶴 嶺 西 ０ １．８ 

松 林 ６０ １２．３ 

小 和 田 ９８ ０．５ 

松 浪 ２５ １３．９ 

浜 須 賀 ７ ３０．４ 

湘 北 １７１ １１．７ 

小 出 １３ ４．６ 

合 計 １,０５４ １６．４ 

令和４年３月９日 

まちぢから協議会連絡会 資料５ 

都市部 都市政策課 
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２．令和４年度の補助金制度について 

 

（１）補助金制度、交付決定について 

令和４年度も引き続き補助金を交付し、設置率向上に努めてまいりますので、ご

活用をお願いします。 

令和４年度の予算は、３月議会を経て確定となりますが、令和３年度と同様に

5,700,000 円を予定しております。 

 

◆申請期間 令和４年４月２５日～令和５年１月３１日 

※申請開始日は、県補助金が交付決定後となりますので遅れる場合があります。 

 最新のスケジュールは市の HP 上に掲載していきますのでご確認お願いします。 

※申請受付後、順次交付決定を行い、予算上限に達した時点で終了となります。 

 

（２）押印廃止について 

令和４年度から「感震ブレーカー設置費補助金請求書」への押印が不要となりま

す。様式が変更されますので、４月以降に市の HP に掲載される最新のものをご活

用ください。 

 

（３）協定書の提出のお願い（会長変更地区のみ） 

本補助金を交付するにあたり、令和元年度に各まちぢから協議会と協定書を締結

し、協定書に基づいて、協議会ではなく自治会へ補助金のお振り込みさせていた

だいております。 

この度、会計管理者から会長の変更があった場合、協定書を結び直すよう指摘を

受けており、今後は会長の変更毎に、協定書の結び直しをお願いいたします。 

現時点で、協定締結時から会長が交代となっている地区は、「茅ヶ崎地区」、「茅

ヶ崎南地区」、「鶴嶺東地区」、「松浪地区」、「浜須賀地区」、「湘北地区」の６地区

となっています。また、６地区以外でも来年度会長が交代する場合は、協定の結

び直しが必要になります。個別に対応させていただきますので、ご承知おきくだ

さい。 

 

（４）今後の予定 

本日の添付資料を、全自治会長へ配布いたします。 
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